
 

 

平成 30年 4月吉日 

社員 各位 

一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 

理事長   川 西  基 雄 

平成 30年度 

 一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 

「総会」の開催について 

   

謹啓 社員各位におかれましては、ますますご健勝にてご活躍のことと、お慶びを申し上げます。 

平素より、本会活動に格別のご理解とご協力を賜り、心より深く感謝申し上げます。 

さて、「地域共生社会の実現」をテーマに新たな国策が動き出しています。低所得者の対応、身元保証 

人不在問題、特養以外の生活の場での看取り等、我々軽費老人ホームに関連する課題も山積する中、 

時代は人口減少・少子高齢社会が進展し、福祉人材不足による外国人介護労働者の問題など、課題 

を挙げると枚挙に暇がありません。 

平成２８年 3月末に改正社会福祉法が成立し、平成２９年４月から全面施行となり、現在、軽費・ケア 

ハウスの設置経営主体である「社会福祉法人改革」の真っただ中にあり、責務化された「地域における 

公益的活動」が全国で活発に展開され、それぞれの地域ニーズに対応する新たな公益的活動や福祉 

実践が従来に増して、求められているところです。 

 

また、本会は平成 24年以降 6年間、厚労省老健事業に参画し、軽費老人ホームのあり方、新しい機 

能と役割を模索しております。平成 29年度の厚生労働省老健事業の１つは「地域包括ケアシステム 

の構築及び地域医療構想の実現に向けて、養護老人ホーム、軽費老人ホームが求められている役割 

や効果的な支援のあり方に関する調査研究事業（日本総研受諾）」、もう１つは「介護施設等における 

身元保証人等に関する調査研究事業（みずほ情報総研受諾）」に本会から参加しております。 

これらの老健事業の報告書内容を踏まえて、機能と役割を明確にしながら時代の要請に応えて参りた 

いと考えております。 

 

本総会では、社会福祉法人の主管課である厚生労働省社会・援護局福祉基盤課課長から、去る１月 

23日付で通知された『社会福祉法人による「地域における公益的取り組み」の推進について』の説明 

始め今後社会福祉法人に求められる活動、役割、また新たに開かれた軽費老人ホームの大規模修繕 

に係る公的資金貸付に関する基調講演、またＮＰＯ法人自立支援センターふるさとの会常務理事から 

新しく求められる時代の福祉実践の講義を頂き、「地域共生社会」の実現を主導する社会福祉法人・ 

軽費・ケアハウスの道程を探りたいと考えております。 

社員の皆さまの本会に対する深いご理解とご協力、また多数の関係各位のご参加をお願い申し上げ 

まして、総会・セミナーのご案内とさせていただきます。                                                                

 

記 

１．日  時： 平成 30年 5月 ２4日（木） 
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会場：東京グランドホテル３F『櫻の間』 ３F『蘭の間』 

 

２．会  場： 東京グランドホテル     

         住所：〒105-0014 東京都港区芝 2-5-2 

電話：03-3456-2222（大代表）   http://www.tokyogrand.gr.jp/ 



 

 

平成 30年度 全国軽費老人ホーム協議会「総会」の開催について  
１． 趣 旨：  

   ○厚生労働省における今後の社会保障政策の重点目標の一つである地域包括ケアシステム

の構築において、地域包括ケアシステムをさらに深化させた「我が事（他者のことも自分のこ

とと受け止められる）・丸ごと（制度横断的、包括的な支援の提供）」地域共生社会の実現が

進められている。 

○この「地域共生社会」の実現に向けて、軽費老人ホームがもてる固有性に鑑み、地域の拠

点としてその機能と役割を発揮していけるように、運営主体である社会福祉法人による「地域

における公益的取り組み」について理解を深めると共に、拠点となる施設の再生産の手法を

共に学び合うことを目的として実施する。 

 

２． 主 催： 一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 

 

３．内 容： 

●５月２４日（木）  

       13:00 ～ 13:30  受   付 （総会） 

 

       13:30 ～ 13:40  理事長挨拶 

                       一般社団法人全国軽費老人ホーム協議会 

                              理事長 川西基雄 
13:40 ～ 14:20  総   会  

                      議案 1.平成 29年度事業報告（案）について 

                          2.平成 29年度決算報告（案）について 

                          3.平成 30年度事業計画（案）について 

                          4.平成 30年度予算（案）について 

                          5.役員改選について 

                          ６その他 

～  休憩（10分） ～ 

            

       14：30 ～ 14:40  新理事長挨拶 

 

14:40 ～ 15:40  基調講演 

                 仮題 「社会福祉法人による地域における公益的な取り組み 

の推進、施設の大規模修繕他再生産の方法について」 

 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

課長  石垣 健彦 氏  

～  休憩（10分） ～ 

 

15:50 ～ 17:20  講   義    

仮題 「低所得者・保証人不在・看取りの現状と課題」 

 ＮＰＯ法人自立支援センターふるさとの会 

常務理事 滝脇 憲 氏 

 

17:20 ～ 17:30  閉会挨拶 

※ブースを設け、具体的な軽費施設の老朽改修費の貸付について、福祉医療機構貸付部の 

方から個別対応の説明を頂きます。 

18:00 ～ 19:30  情報交換会 （参加人数：８０ ～ １００名程度） 



 

 

４．参加対象者： 全国軽費老人ホーム協議会 会員施設の役職員全て 

           （＊非会員の場合でも、会員施設の推薦であれば参加可能です） 

        

５．参 加 費：  講 演 参 加 費     ￥１０ ， ０ ０ ０円  （非会員：￥１２，０００円） 

            情 報 交 換 会     ￥  ８ ， ０ ０ ０円  （非会員：￥ ８，０００円）  

講演・情報交換会共に参加    ￥１ ８ ， ０ ０ ０ 円  （非会員：￥２０，０００円） 

 
６．定時総会  会場： 
          

● 東京グランドホテル３F『櫻の間』 
住所：〒105-0014 東京都港区芝 2-5-2  電話：03-3456-2222（大代表） 

 （＊総会・基調講演、講義・情報交換会は全て同じホテルです） 

  

   会場 東京グランドホテル 

  

 -A- 都営地下鉄 三田線「芝公園」(A-1)出口徒歩２分 

 -B- JR山手線･京浜東北線「浜松町」(南口)出口徒歩１０分 

 -B- 東京モノレール「浜松町」徒歩１０分 

 -C- 都営地下鉄 浅草線･大江戸線「大門駅｣(A-3)出口徒歩 8分  

 

 -D･E- 首都高速都心環状線「芝公園出口」から 2分 

 

■駐車場について  

収容台数 ／地下一階駐車場 46台(自走式 12台･機械式 34台) 

  
※ 自走式 高さ 2.1m以下 

※ 機械式 高さ 1.55ｍ以下、幅 1.7m以下、長さ 4.7m以下、重さ 1.4ｔ以下 

営業時間 ／7:00～23:00 

料  金 ／1時間 400円 

優待割引 
／宴会･会議： 6時間まで無料、婚礼： 4時間まで無料、レストラン：2000円以上のご利用で 2時

間まで無料 

ご宿泊 ／一泊 1000円（税込） フロントにて宿泊駐車券をお買い求め下さい。 

 

7．宿泊手配について 

     ご希望の方は、「参加申込書」の宿泊希望欄にご記入下さい。 

 

お問い合わせは：名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 担当：岸浪・下枝 迄 

電話 ： ０３－３５９５－１１２１   ＦＡＸ：０３－３５９５－１１１９ 



 

 

 

（不参加者 ⇒ 郵送またはＦＡＸ） 

ＦＡＸ０３－３５９５－１１１９ 

 

 

 

一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 
理事長 川西 基雄 様 

 

 

 

委 任 状 
 

 平成 30年度 一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会「総会」に関する全て

の議決について、議長に委任します。 

 

平成 30年   月   日 

 

 

       会員施設名  ：                      

 

       施 設 長 名  ：                   ㊞  

 


